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明
治
維
新
期
の
鎮
魂
祭

山

口

剛

史

は
じ
め
に

　

現
在
も
毎
年
十
一
月
二
十
二
日
に
御
斎
行
の
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
、

鎌
田
純
一
氏
は
、『
皇
室
の
祭
祀
（
1
（

』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

新
嘗
祭
の
前
日
夕
刻
よ
り
綾
綺
殿
に
し
つ
ら
え
た
祭
場
で
行

わ
れ
る
「
み
た
ま
し
ず
め
」
の
儀
で
あ
る
。（
中
略
）

　

こ
れ
ら
よ
り
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
種
々
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
お
よ
そ
こ
れ
ら
を
含
め
古
典
の
な
か
に
「
み
た
ま
し
ず

め
」「
み
た
ま
ふ
り
」
の
両
觀
念
の
存
在
が
み
ら
れ
る
。（
中
略
）

　

こ
の
よ
う
な
觀
念
の
も
と
に
、
重
要
な
祭
祀
の
前
に
御
魂
を

本
来
に
し
て
と
願
っ
て
の
祭
祀
、
鎮
魂
祭
を
行
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
が
、『
儀
式
』
巻
第
五
の
「
鎮
魂
祭
儀
」
に
記
す

と
こ
ろ
は
、
既
に
こ
の
両
觀
念
を
入
れ
て
の
儀
で
あ
る
。

　
『
延
喜
式
』
で
は
巻
第
一
以
下
各
処
に
こ
の
祭
祀
に
つ
い
て

の
規
定
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
伝
統
の
上
に
、
現
在
の
鎮

魂
祭
は
行
わ
れ
て
い
る
。

　
（
中
略
）
こ
れ
ら
を
う
け
、
現
在
正
し
く
は
鎮
魂
の
儀
と
称

し
て
い
る
。（
中
略
）

　

こ
の
儀
も
、
中
世
後
期
に
中
絶
し
、
あ
と
本
格
的
に
再
興
さ

れ
た
の
は
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
一
月
二
十
二
日
で
あ
る
。

　

鎮
魂
祭
の
先
行
研
究
を
掲
げ
る
と
、
ま
ず
、
伴
信
友
の
『
鎮
魂

伝
（
2
（

』
が
あ
る
。
そ
し
て
、
八
束
清
貫
氏
の
御
論
攷
（
（
（

、
川
出
清
彦
氏
の

「
鎮
魂
祭
古
儀
考
（
4
（

」・『
祭
祀
概
説
（
（
（

』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
谷
省

吾
氏
は
「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
に
関
す
る
一
考
察
―
斎
戸
は
イ
ハ
イ
ベ
で

あ
ら
う
（
（
（

―
」
を
、
安
江
和
宣
氏
は
「
鎮
魂
祭
の
儀
―
特
に
木
綿
結
び

に
つ
い
て
（
7
（

―
」・「
御
衣
振
動
に
関
す
る
一
考
察
（
（
（

」
を
発
表
さ
れ
て
い

る
。
更
に
、
松
前
健
氏
の
各
論
文
（
（
（

や
、
肥
後
和
夫
氏
の
「
鎮
魂
の
儀

に
つ
い
て
（
（（
（

」、
柳
井
己
酉
朔
氏
の
「
天
岩
戸
神
話
の
鎮
魂
祭
的
要
素
（
（（
（

」、

倉
林
正
次
氏
の
「
神
話
と
祭
り
―
高
天
の
原
の
鎮
魂
と
地
上
の
鎮

魂
（
（（
（

―
」、
工
藤
浩
氏
の
「
記
・
紀
神
話
と
鎮
魂
祭
（
（（
（

」、
義
江
明
子
氏
の
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「「
女
巫
」
と
御
巫
・
宮
人
―
鎮
魂
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
（
（（
（

―
」
等
が
あ
る
。

加
え
て
、
津
城
寛
文
氏
の
大
部
『
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論　

研
究
史
的

位
相
と
歌
人
の
身
体
感
覚
（
（（
（

』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
御
著
作
が
あ
る
。

何
よ
り
専
論
と
し
て
、
渡
辺
勝
義
氏
の
大
著
『
鎮
魂
祭
の
研
究
（
（（
（

』
は

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
書
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
渡
辺
氏
は
同
書
を
ま
と
め

ら
れ
た
後
に
、「
宮
中
鎮
魂
祭
の
変
容
―
平
安
期
以
降
の
歴
史
的
変

遷
（
（（
（

―
」
を
公
表
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
新
谷
尚
紀
氏
が
「
大
和

王
権
と
鎮
魂
祭
（
（（
（

」
を
出
さ
れ
た
。
以
上
の
ほ
ぼ
全
て
が
、
主
に
古
代

の
鎮
魂
祭
を
対
象
と
し
た
研
究
内
容
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
学
恩
を
蒙
り
、
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
「
中
絶
」
期
の
鎮
魂
祭
と
近
世
の
神
祇
伯
白
川
家
に
つ
い
て

と
を
考
察
し
て
き
た
（
（（
（

。
そ
の
結
果
、
近
世
も
鎮
魂
祭
は
伯
家
邸
内
で

確
実
に
奉
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
次
第
に
も
変
遷
が
あ
っ
た
こ

と
、
等
を
具
体
的
に
実
証
し
得
た
。

　

そ
し
て
、
改
め
て
畏
敬
の
念
に
か
ら
れ
た
の
は
、
主
上
・
院
を
始

め
、
摂
家
・
伯
家
、
そ
し
て
朝
廷
全
体
に
、
純
然
た
る
神
祇
崇
敬
・

朝
儀
復
古
の
熱
情
が
連
綿
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
深
い
思
い
が
、「
中
絶
」
期
に
も
祭
祀
を
水
面
下
で
継
続

さ
せ
、
公
的
御
再
興
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鎮
魂
祭
は
、

人
々
の
尽
力
や
情
熱
と
共
に
明
治
維
新
を
迎
え
る
に
至
っ
た
、
と
も

言
い
得
よ
う
。

　

さ
て
、
本
論
文
の
目
的
は
、
今
ま
で
着
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）・
三
年
（
一
八
七
〇
）・
四
年
（
一
八
七
一
）
の

鎮
魂
祭
次
第
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
意
義
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま

ず
、
ご
紹
介
す
る
次
第
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
の
未
翻
刻
資
料

等
を
基
に
し
て
い
る
点
、
次
に
、
こ
の
三
回
の
鎮
魂
祭
次
第
は
、
い

ず
れ
も
が
そ
の
前
回
の
内
容
と
異
な
る
次
第
で
あ
る
点
、
で
あ
る
。

　

た
っ
た
三
年
間
で
は
あ
る
が
、
明
治
黎
明
期
の
当
時
、
そ
れ
ぞ
れ

の
回
に
時
勢
の
変
革
と
相
応
す
る
特
色
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
こ

の
三
年
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
変
遷
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
の

鎮
魂
祭
の
変
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
祭
祀
面
の
み

な
ら
ず
、
神
祇
伯
白
川
家
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
を
検
証
す
る
こ
と

と
も
な
ろ
う
。

　

当
該
時
期
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
膨
大
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
、
明
治
維
新
期
の
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
と
吉
田
家
に
関
し

て
は
、
鎌
田
純
一
氏
（
（（
（

を
始
め
、
岩
本
徳
一
氏
（
（（
（

・
阪
本
是
丸
氏
（
（（
（

・
武
田

秀
章
氏
（
（（
（

が
、
早
く
に
根
幹
と
な
る
研
究
を
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、

神
祇
官
や
八
神
殿
に
つ
い
て
、
藤
田
大
誠
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
（
（（
（

。

さ
ら
に
、
小
平
美
香
氏
に
よ
っ
て
新
た
な
成
果
が
生
み
出
さ
れ
（
（（
（

、
こ

の
分
野
の
研
究
は
着
実
に
深
化
し
続
け
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
先
学
に
導
か
れ
つ
つ
、
明
治
維
新
期
の

鎮
魂
祭
の
次
第
を
ご
紹
介
し
、
研
究
の
空
隙
を
埋
め
た
い
。
特
に
、
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明
治
四
年
の
鎮
魂
祭
は
、
大
嘗
祭
前
日
の
御
斎
行
で
あ
り
、
そ
の
次

第
を
学
界
に
ご
紹
介
す
る
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。

一
、
明
治
元
年
以
前
の
鎮
魂
祭

　

明
治
黎
明
期
の
鎮
魂
祭
の
特
徴
を
比
較
す
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
の

直
前
、
幕
末
期
に
斎
行
さ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
の
次
第
を
知
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
幕
末
維
新
期
の
白
川
家
当
主
資
訓
が
明
治
二
年
十
一
月

に
明
治
政
府
に
提
出
し
た
、「
白
川
殿
鎮
魂
祭
次
第
并
祭
文
祝
文
等

注
進
状
」〔
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
鎮
魂
祭
一
件
留
』（
四
一

三
‐
一
三
〇
）
所
収
〕
か
ら
、
そ
の
次
第
を
復
元
し
た
い
。

　
「
白
川
殿
鎮
魂
祭
次
第
并
祭
文
祝
文
等
注
進
状
」
は
、
明
治
二
年

十
二
月
御
斎
行
の
鎮
魂
祭
直
前
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
そ
の
内
容
は
、
直
近
に
奉
修
さ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
に
基
づ
く
、

と
推
測
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
次
第
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
小
字
も
同
じ
大
き
さ

の
活
字
と
し
、〔･

〕
で
括
る
こ
と
で
そ
れ
と
示
し
た
（
以
下
同
じ
）。

当
日
刻
限
以
前
祭
主
以
下
沐
浴
装
束
訖

八
神
殿
鳥
居
前
立
於　

御
玉
木

刻
限
物
忌
祝
諸
官
以
下
進
中
門
之
外
有
手
水
之
儀

次
物
忌
祝
等
入
中
門
進
祓
殿
廊

次
諸
官
位
次
入
中
門
列
立
祓
殿
廊
階
下
〔
東
上
北
面
〕
神
部
立

其
後

次
祭
主
着
給
祓
殿
中
央
座
〔
南
方
北
面
〕
雑
色
褰
簾

次
物
忌
祝
等
着
祓
殿
座
〔
南
上
西
面
〕

次
諸
官
位
次
昇
階
着
祓
殿
座
〔
南
上
東
面
〕

次
神
部
二
人
祓
具
分
配

次
忌
部
進
着
軾
〔
南
面
〕
読
祓
詞
訖
而
退　

此
間
祭
主
以
下
有

祓
之
儀

次
神
部
二
人
撤
祓
具

次
物
忌
以
下
諸
官
等
退
座
〔
下
﨟
為
先
〕
下
殿
列
立
庭
上
〔
南

上
西
面
〕

次
祭
主
令
神
部
召
物
忌

次
物
忌
再
昇
階
進
軾
、

次
祭
主
問
仰
祭
物
及
諸
官
以
下
之
具
不　

物
忌
申
弁
備
之
由　

祭
主
気
色
訖
退
下
殿

次
祭
主
起
祓
殿
座
神
祇
殿
之
階
下
給
〔
神
部
一
人
取
脂
燭
〕　

〔
雑
色
二
人
随
従
〕

次
祭
主
有
手
水
之
儀
〔
神
部
二
人
候
之　

但
主
水
司
代
〕

次
祭
主
着
給
斎
殿
腋
座

次
祝
等
南
土
廊
代
着
座
〔
西
上
北
面
〕

次
諸
官
東
土
廊
着
座
〔
北
上
西
面
〕

次
物
忌
安
置　

御
衣
筥
庭
上
机
訖
南
土
廊
代
着
座
〔
北
面
〕

次
巫
女
南
土
廊
代
着
座
〔
北
面
〕



明治維新期の鎮魂祭（山口）291

次
令
神
部
召
楽
所

次
楽
所
参
入
位
次
北
土
廊
着
座
〔
西
上
南
面
〕

次
奏
阿
知
女
曲

次
供
八
代
物
〔
太
刀　

弓
矢　

鈴　

佐
奈
伎　

絁　

木
綿　

麻

以
上
八
種
亦
神
琴
一
面
〕　

祝
進
神
前
供
之
神
庫
路
次
諸
官
手

繰
神
庫
司
授
之
諸
官
進
自
北
鳥
居　

此
間
奏
神
楽
歌

次
供
神
饌
〔
高
坏
六
本
瓶
子
二
葉
盤
九
前
〕　

祝
進
神
前
供
之

神
供
所
之
路
次
大
膳
職
手
繰
膳
部
二
人
候
之　

此
間
奏
神
楽
歌

次
祭
主
移
給
糸
結
座

次
奉
幣
〔
如
順
式
幣
仕
祝
〕

次
祭
主
再
拝
〔
物
忌
祝
諸
官
等
乍
座
応
之
〕

次
祭
主
読
給
祭
文
〔
物
忌
以
下
面
伏
〕

　

懸
巻
〔
母
〕
畏
〔
支
〕
敬
祭
〔
留
〕
神
祇
〔
乃
〕
霊
畤
〔
者
〕

上
〔
仁
〕
圓
象
〔
乃
〕
御
笠
〔
乎
〕
掛
〔
弖
〕
天
〔
仁
〕
化
成

〔
志
〕
下
〔
仁
〕
方
形
〔
乃
〕
御
席
〔
乎
〕
設
〔
弖
〕
地
〔
仁
〕

化
成
〔
志
〕
正
中
〔
仁
〕
神
籬
〔
乎
〕
起
〔
志
〕
厳
瓫
〔
乎
〕

置
〔
支
〕
真
賢
木
〔
乎
〕
樹
〔
弖
〕
上
枝
〔
仁
〕
八
坂
瓊
之
曲

玉
〔
乎
〕
掛
中
枝
〔
仁
〕
八
咫
鏡
〔
乎
〕
掛
下
枝
〔
仁
〕
青
和

幣
白
和
幣
〔
乎
〕
掛
〔
弖
〕
天
津
璽
瑞
寳
〔
多
留
〕
十
種
〔
乃
〕

霊
〔
乃
〕
神
高
皇
産
霊
神
神
皇
産
霊
神
生
魂
神
足
魂
神
玉
留
魂

神
大
宮
能
売
神
大
御
膳
神
事
代
主
神
及
大
直
日
神
祝
部
殿
天
尾

羽
張
神
乃
御
子
布
都
〔
乃
〕
御
魂
神
布
津
志
魂
神
出
雲
武
雄
神

等
〔
乃
〕
神
座
〔
乎
〕
舗
設
〔
介
〕
奉
〔
留
〕
事
之
由
〔
乎
〕

諸
神
等
平
〔
介
久
〕
安
〔
介
久
〕
聞
食
〔
弖
〕
皆
来
〔
里
〕
鎮

座
〔
志
〕
賜
〔
陪
止
〕
畏
〔
美
〕
畏
〔
美
母
〕
白
〔
須
〕

次
御
玉
緒
渡
御
〔
御
羽
輦
駕
与
丁
神
部
四
人
奉
舁
之
警
蹕
祝
執

榊
枝
発
声
扈
従
二
人
〕　

此
間
祭
主
以
下
面
伏

次
祭
主
以
下
拍
八
開
手
〔
四
度
毎
度
八
段
祝
一
人
催
之
〕

次
巫
女
衝
宇
気　

三
十
反　

此
間
奏
神
楽
歌
〔
奏
訖
斎
殿
垂
後

幔
次
垂
前
幔
祝
二
人
候
之
〕

次
御
糸
結
〔
宇
気
十
反
物
忌
進
斎
殿
之
傍
御
笏
之
音
告
巫
女
〕

　

此
間
奏
神
楽
歌
〔
奏
訖
褰
前
幔
祝
二
人
候
之
〕

次
祝
進
着
神
前
之
軾
読
祝
文
訖
復
元
座

次
物
忌
御
衣
筥
振
動
〔
宇
気
十
反
〕　

此
間
奏
神
楽
歌

次
祭
主
着
給
腋
座
〔
着
訖
褰
後
幔
祝
二
人
候
之
〕

次
奏
大
直
日
歌
、

次
祭
主
再
拝
〔
物
忌
祝
諸
官
等
放
座
応
之
〕

次
倭
舞
、

次
行
酒
〔
舞
中
催
之
神
部
二
人
候
之
〕

次
祭
主
以
下
拍
八
開
手
〔
如
初
〕

次
御
玉
緒
入
御
〔
奉
仕
如
初
〕　

此
間
祭
主
以
下
面
伏

次
祝
撤
神
前
之
幣
授
神
部

次
撤
神
饌
〔
祝
撤
之
授
大
膳
職
畢
直
会
殿
予
用
祓
戸
〕　

此
間

奏
神
楽
早
歌
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次
撤
八
代
物
〔
祝
撤
之
諸
官
手
繰
納
神
庫
〕
此
間
奏
神
楽
同
前

次
物
忌
撤
御
衣
筥

次
祭
主
一
揖
起
座
退
下
給
〔
従
者
如
初
〕

次
物
忌
祝
諸
官
等
一
揖
起
座
退
下

次
巫
女
楽
所
等
一
揖
起
座
退
下

次
祭
主
進
着
給
直
会
殿
座
〔
予
如
祓
座
〕

次
物
忌
祝
諸
官
等
進
着
直
会
殿
座
〔
予
如
祓
座
〕

次
有
神
饌
直
会
三
献
之
儀
〔
神
部
二
人
候
之
〕
訖
祭
主
物
忌
以

下
ニ
御
気
色

次
祭
主
起
座
退
入
給

次
物
忌
以
下
起
座
退
出
〔
上
首
為
先
〕

次
神
部
等
退
出

　

こ
の
次
第
に
記
さ
れ
る
「
祭
主
」
と
は
、
白
川
家
当
主
即
ち
伯
王

で
あ
り
、「
物
忌
」・「
祝
」・「
神
部
」・「
忌
部
」・「
巫
女
」
と
い
っ

た
所
役
は
、
伯
家
の
門
人
等
関
係
者
が
奉
仕
し
て
い
た
。
ま
た
、

「
八
神
殿
」
と
は
、
白
川
家
邸
内
八
神
殿
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
年
十
二
月
、

大
国
隆
正
は
、「
神
祇
官
本
義
（
（（
（

」
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
前
略
）
神
祇
官
を
お
き
た
ま
ふ
は
神
武
天
皇
の
大
孝
を
の
べ

た
ま
へ
る
に
お
こ
り
て
、
今
猶
神
祇
官
代
に
て
八
神
殿
を
つ
く

り
、
と
し
ご
と
に
鎮
魂
祭
の
こ
と
あ
り
。（
中
略
）
い
ま
も
猶

鎮
魂
祭
を
も
て
神
祇
官
の
要
務
と
す
。
こ
れ
に
よ
り
鎮
魂
祭
の

主
意
を
し
る
す
べ
き
な
り
。

　
　

魂
魄　
　

大
忠
大
孝　
　

天
神
地
祇

今
み
や
こ
に
神
祇
官
代
二
所
あ
り
。
鎮
魂
祭
に
は
白
川
家
の
と

の
を
用
ゐ
た
ま
ひ
、
神
宮
勅
使
の
発
遣
に
は
吉
田
神
楽
殿
を
用

ゐ
た
ま
ふ
。
と
も
に
八
神
殿
あ
り
。
八
神
殿
は
神
祇
官
の
本
主

に
て
あ
れ
ば
な
り
。（
後
略
）

　

隆
正
は
、
神
祇
官
の
存
在
意
義
を
示
し
、
鎮
魂
祭
を
そ
の
重
要
な

祭
祀
と
認
識
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
判
る
の
は
、
当
時
、

「
神
祇
官
代
」
は
白
川
家
と
吉
田
家
の
「
二
所
」
と
理
解
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
家
そ
れ
ぞ
れ
が
所
管
し
た
、「
神
祇

官
の
本
主
」
た
る
八
神
殿
の
う
ち
、
鎮
魂
祭
の
祭
場
と
な
る
の
は
白

川
家
邸
内
の
八
神
殿
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
吉
田
家
は
、
そ
の
宗
源
殿
を
祭
場
と
し
て
新
嘗
御

祈
を
斎
行
し
て
い
た
（
（（
（

。
一
方
、
新
嘗
祭
前
日
の
鎮
魂
祭
は
、
白
川
家

が
奉
修
し
て
い
た
。
即
ち
、
両
家
が
こ
れ
ら
重
要
な
祭
祀
を
分
掌
し

て
い
た
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

前
述
の
通
り
、
筆
者
は
白
川
伯
家
に
お
け
る
鎮
魂
祭
の
具
体
的
な

実
態
に
つ
い
て
別
途
研
究
を
進
め
て
お
り
、
近
世
後
期
に
お
い
て
、

白
川
家
で
の
鎮
魂
祭
が
そ
の
邸
内
八
神
殿
の
前
庭
で
斎
行
さ
れ
て
い

た
一
端
を
随
時
発
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
見
る
と
、

「
白
川
殿
鎮
魂
祭
次
第
并
祭
文
祝
文
等
注
進
状
」
の
鎮
魂
祭
次
第
は
、

慣
例
に
則
っ
た
内
容
で
あ
り
、
そ
の
記
述
に
不
審
な
点
は
特
段
見
当
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た
ら
な
い
。

　

注
目
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。「
祓
之
儀
」

は
「
祓
殿
」
で
行
わ
れ
、「
祓
詞
」
を
「
読
」
み
奉
っ
た
の
は
「
忌

部
」
で
あ
る
。「
御
衣
筥
」
は
、「
庭
上
机
」
に
「
安
置
」
せ
ら
れ
て

い
る
。「
祭
主
」（
伯
王
）
は
、「
斎
殿
」
の
「
糸
結
座
」
で
「
祭
文
」

を
「
読
給
」
い
、「
御
糸
結
」
を
奉
仕
す
る
。「
祭
文
」
に
は
、「
上

〔
仁
〕
圓
象
〔
乃
〕
御
笠
〔
乎
〕
掛
〔
弖
〕
天
〔
仁
〕
化
成
〔
志
〕

下
〔
仁
〕
方
形
〔
乃
〕
御
席
〔
乎
〕
設
〔
弖
〕
地
〔
仁
〕
化
成

〔
志
〕」
と
い
っ
た
対
句
表
現
に
陰
陽
道
的
要
素
も
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
八
神
と
大
直
日
神
の
他
に
、「
祝
部
殿
天
尾
羽
張
神
乃
御
子

布
都
〔
乃
〕
御
魂
神
布
津
志
魂
神
出
雲
武
雄
神
等
」
も
奉
斎
し
て
い

る
。「
御
玉
緒
」
は
、「
御
羽
輦
」
で
「
渡
御
」
す
る
。「
祝
」
が
、

「
祝
文
」
を
「
読
」
み
奉
る
。
以
上
の
点
が
、
特
徴
的
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　

こ
こ
で
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
白
川
家
日
記
』（
四
一

四
‐
一
）
の
記
述
を
確
認
し
た
い
。

　
『
白
川
家
日
記
』
に
拠
れ
ば
、
慶
応
元
年
（
元
治
二
年
＝
一
八
六

五
）・
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
鎮
魂
祭
は
奉
修
さ
れ
て
い
る
。
慶

応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
鎮
魂
祭
は
、
孝
明
天
皇
の
諒
闇
に
つ
き
奉

修
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
元
年
（
慶
応
四
年
＝
一
八
六
八
）、

資
訓
王
は
、
九
月
二
十
日
か
ら
東
京
行
幸
に
供
奉
し
、
十
二
月
二
十

二
日
に
京
都
へ
帰
っ
て
い
る
。

　

こ
の
年
の
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
、『
明
治
天
皇
紀
』
に
そ
の
記
述
は

な
い
が
、『
白
川
家
日
記
』
に
拠
る
と
、
留
守
邸
で
奉
修
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
先
学
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
通
り
、
慶
応
三
年
以
降
、
新

嘗
祭
・
新
嘗
御
祈
も
変
化
し
て
い
く
。
そ
こ
で
、
幕
末
か
ら
明
治
元

年
ま
で
の
鎮
魂
祭
の
検
証
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

二
、
明
治
二
年
の
鎮
魂
祭

　

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
鎮
魂
祭
は
、
そ
れ
以
前
の
鎮
魂
祭
と

は
か
な
り
異
な
る
。

　

ま
ず
、
そ
の
行
わ
れ
た
月
日
で
あ
る
。
新
嘗
祭
は
十
一
月
二
十
四

日
に
京
都
で
斎
行
さ
れ
て
い
る
が
、
先
例
に
従
え
ば
そ
の
前
夜
に
奉

修
さ
れ
る
は
ず
の
鎮
魂
祭
は
、
十
一
月
二
十
三
日
に
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
年
、
鎮
魂
祭
が
斎
行
さ
れ
た
の
は
、
十
二
月
十
七
日

で
あ
る
。

　

こ
の
事
情
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
鎮
魂
祭
始

末
』（
四
一
三
‐
一
二
八
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一　

鎮
魂
祭
日
十
二
月
十
七
日
中
寅
日

十
一
月
新
嘗
祭
前
日
〔
寅
日
〕
鎮
魂
祭
被
為
行
候
處
此
度
十
一

月
御
用
度
御
差
支
ニ
付
右
之
通
ニ
相
成
候
事
。

　

古
来
、
鎮
魂
祭
は
、
新
嘗
祭
前
日
の
寅
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
明
治
二
年
の
鎮
魂
祭
は
、「
御
差
支
」
の
た
め
、
凡
そ
一
ヶ

月
近
く
遅
れ
て
、
十
二
月
の
中
寅
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
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い
う
。

　
「
御
差
支
」
と
は
、
果
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。『
太
政
官
日
誌
』
第

百
十
五
号
（
（（
（

の
記
述
を
示
そ
う
。

　
　

東
京
城
第
七
十
八

○
十
二
月
十
七
日
〔
乙
卯
〕　

追
録

神
祇
官
仮
神
殿
御
造
営
落
成
ニ
付
鎮
魂
祭
被
為
行

　
『
太
政
官
日
誌
』
で
は
十
二
月
十
七
日
を
卯
日
と
誤
記
す
る
が
、

乙
卯
は
十
八
日
で
あ
り
、
当
日
十
七
日
は
甲
寅
で
寅
日
に
間
違
い
な

い
。
神
祇
官
仮
神
殿
が
落
成
し
た
の
で
、
こ
の
日
、
木
の
香
も
芳
し

い
新
神
殿
で
鎮
座
並
び
に
鎮
魂
祭
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
京
都
の
白
川
家
邸
内
八
神
殿
前
庭
で
斎
行
さ
れ
て
い
た

鎮
魂
祭
だ
が
、
初
め
て
東
京
で
、
そ
れ
も
白
川
家
と
は
異
な
る
新
た

な
場
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
先
立
ち
、
常
世
長
胤
に
よ
れ
ば
「
八
神
の
御
正
体
」、
西

田
長
男
氏
に
よ
れ
ば
「
霊
代
」
が
、
白
川
家
の
他
、
四
親
王
家
・
吉

田
家
か
ら
奉
遷
さ
れ
た
と
い
う
（
（（
（

。
一
方
、『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
れ

ば
、
有
栖
川
宮
家
・
白
川
家
・
吉
田
家
が
京
都
で
奉
斎
し
て
い
た

「
霊
代
」
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
月
十
七
日
に
神
祇
省
八
神

殿
へ
「
著
御
」、「
遷
座
合
祀
」
さ
れ
た
（
（（
（

。
そ
し
て
、
同
年
四
月
二
日

に
宮
中
賢
所
御
拝
殿
に
お
鎮
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
鎮
魂
祭
が
、
神
祇
官
仮
神
殿
御
落
成
を
待
っ
て
斎
行
さ
れ

た
こ
と
は
、
当
時
の
政
府
が
、「
新
嘗
祭
前
日
と
い
う
月
日
」
よ
り

も
「
斎
行
す
る
場
所
」
を
重
視
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
当
時
の
明
治
政
府
の
姿
勢
と
深
く
連
動
し
、
そ
の
あ
り
方
と

も
符
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
八
神
が
神
祇
官
仮
神
殿
に
お
鎮
ま
り
に
な
っ
た
こ
と
は
、

白
川
家
で
鎮
魂
祭
を
斎
行
す
る
根
拠
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
も
意
味
す

る
。
ま
た
、
明
治
政
府
の
神
祇
政
策
か
ら
す
れ
ば
、
鎮
魂
祭
が
臣
下

の
邸
第
で
斎
行
さ
れ
る
こ
と
は
論
外
で
あ
っ
た
ろ
う
。
加
え
て
、
白

川
家
屋
敷
に
ま
だ
「
霊
代
」
が
奉
斎
さ
れ
て
い
る
京
都
と
は
異
な
り
、

東
京
と
い
う
新
し
い
土
地
で
の
御
斎
行
が
、
物
事
の
刷
新
を
易
し
く

す
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　

白
川
家
は
明
治
五
年
に
は
京
屋
敷
の
「
霊
代
」
も
神
祇
省
八
神
殿

へ
奉
遷
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
変
容
が
同
家
に
と
っ
て
大

き
な
打
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

　

明
治
二
年
十
二
月
、
白
川
家
は
既
に
伯
職
か
ら
外
さ
れ
て
お
り
、

資
訓
は
神
祇
大
副
で
あ
っ
た
（
同
年
二
年
七
月
八
日
に
任
ぜ
ら
れ
る
）。

そ
し
て
、
鎮
魂
祭
を
奉
修
し
た
の
は
、
明
治
天
皇
の
外
祖
父
に
し
て

神
祇
伯
の
中
山
忠
能
で
あ
る
。『
太
政
官
日
誌
』
第
百
十
五
号
に
拠

れ
ば
、
資
訓
は
、
同
日
の
神
殿
鎮
座
祭
で
は
「
奏
大
祓
詞
供
神
饌
於

神
殿
」
し
て
い
る
し
、
大
殿
祭
の
祝
詞
も
奏
し
て
い
る
が
、
鎮
魂
祭

の
所
役
は
担
当
し
て
い
な
い
。

　

即
ち
、
前
節
で
確
認
し
た
資
訓
提
出
の
「
白
川
殿
鎮
魂
祭
次
第
并

祭
文
祝
文
等
注
進
状
」
は
、
忠
能
を
始
め
と
す
る
人
々
に
鎮
魂
祭
の
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詳
細
を
示
す
為
の
資
料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
変
化
は
、
鎮
魂
祭
の
次
第
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

そ
こ
で
、
次
に
『
太
政
官
日
誌
』
第
百
十
五
号
か
ら
、
明
治
二
年
の

鎮
魂
祭
次
第
を
ご
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、
こ
の
年
の
鎮
魂
祭
の
様
子

に
つ
い
て
は
、
麗
し
い
絵
図
も
残
っ
て
い
る
（
（（
（

。

神
殿
御
装
束
奉
仕
神
祇
少
史
以
下
勤
之

次
建　

神
前
於
御
玉
木
〔
物
忌
祝
奉
仕
〕

次
伯
以
下
着
祓
殿
座
〔
伯
中
央
座
物
忌
以
下
奥
端
座
〕

次
史
生
分
配
於
祓
具

次
忌
部
代
着
軾
読
祓
詞
訖
退
〔
祓
詞
同
式
文
此
間
伯
以
下
有
祓

之
儀
〕

次
史
生
撤
祓
具

次
物
忌
以
下
退
下
〔
下
﨟
為
先
〕
列
立
庭
上
〔
西
上
北
面
〕

次
伯
令
史
生
召
物
忌

次
物
忌
昇
階
着
軾
、

次
伯
問
祭
物
及
諸
官
以
下
之
具
否
申
弁
備
之
由
訖
退
下

次
伯
起
座
下
殿
〔
官
掌
二
人
取
脂
燭　

使
部
二
人
相
従
〕

次
伯
於
鳥
居
外
有
洗
手
之
儀
〔
史
生
役
之
〕

次
伯
昇　

神
殿
開
御
扉

次
大
直
日
神
々
降

神
降
詞
〔
伯
奉
之
〕

掛
巻
〔
毛
〕
恐
〔
支
〕
大
直
日
神
此
神
床
〔
尓
〕
降
坐
〔
世

止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
毛
〕
申
〔
須
〕

次
伯
昇
斎
殿
着
腋
座
〔
脂
燭
従
者
如
前
〕

次
物
忌
以
下
着
西
土
廊
座
〔
北
上
東
面
〕

次
御
巫
着
西
土
廊
座
〔
有
扶
持
人
〕

次
歌
人
着
東
土
廊
座
〔
北
上
西
面
〕

次
奏
阿
知
女
曲
〔
史
生
告
之
〕

次
供
八
代
物
〔
太
刀　

弓
箭　

鈴　

佐
奈
伎　

絁　

木
綿　

麻

　

神
琴
〕
其
儀
物
忌
祝
進　

神
前
供
之
諸
官
運
送　

此
間
奏
神

歌次
供
神
饌
〔
高
坏
六
本
瓶
子
二
口
〕
其
儀
物
忌
祝
供
之
諸
官
運

送　

此
間
奏
神
楽
歌

次
伯
移
着
糸
結
座

次
祝
進
幣
於
伯

次
伯
再
拝
〔
物
忌
以
下
乍
座
応
之
〕

次
伯
授
幣
於
祝
々
取
之
奉　

神
前

次
伯
読
祭
文
〔
物
忌
以
下
面
伏
〕

祭
文

　

是
〔
之
〕
官
〔
之
〕
祭
場
〔
尓
〕
鎮
坐
〔
須
〕
掛
巻
〔
母
〕

恐
〔
支
〕
神
産
日
神
高
御
産
日
神
玉
積
産
日
神
生
産
日
神
足
産

日
神
大
宮
売
神
御
食
津
神
事
代
主
神
及
今
日
招
祭
〔
礼
留
〕
大

直
日
神
〔
乃
〕
大
前
〔
尓
〕
従
一
位
行
神
祇
伯
藤
原
朝
臣
忠
能

恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白
〔
左
久
〕
掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
橿
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原
宮
〔
尓
〕
天
下
知
食
〔
志
〕
天
皇
命
〔
乃
〕
大
御
代
〔
尓
〕

宇
麻
志
麻
遅
命
〔
乃
〕
奉
出
〔
世
留
〕
天
津
御
寳
〔
乃
〕
美
豆

〔
乃
〕
十
種
〔
乃
〕
神
寳
〔
乎
〕
以
〔
弖
〕
御
鎮
魂
〔
乃
〕
祭

〔
乎
〕
始
給
〔
比
志
〕
宮
事
〔
乃
〕
随
〔
尓
〕
其
〔
我
〕
例

〔
尓
〕
習
〔
比
〕
其
（
我
）
事
（
乎
）
治
給
〔
布
止
志
弖
〕
皇

神
等
〔
乃
〕
大
御
前
〔
尓
〕
諸
〔
乃
〕
神
事
奉
仕
〔
弖
〕
大
御

魂
布
里
奉
〔
里
〕
斎
奉
〔
利
〕
給
〔
布
〕
如
此
斎
給
〔
布
賀
〕

故
〔
尓
〕
天
皇
命
〔
乃
〕
大
御
體
〔
波
〕
千
代
〔
尓
〕
五
百
代

〔
尓
〕
堅
磐
〔
尓
〕
常
磐
〔
尓
〕
患
賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕
悩

賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕
白
玉
〔
乃
〕
大
御
白
髪
坐
〔
志
〕
赤
玉

〔
乃
〕
御
阿
加
良
〔
毘
〕
坐
〔
志
〕
弥
乎
知
〔
尓
〕
弥
若
叡

〔
尓
〕
令
栄
坐
給
〔
幣
止
〕
奉
〔
留
〕
物
〔
波
〕
御
酒
〔
波
〕

甕
上
高
知
甕
腹
満
並
〔
弖
〕
大
海
原
〔
尓
〕
住
物
〔
波
〕
鰭
広

物
鰭
狭
物
奥
津
藻
菜
辺
津
藻
菜
海
川
山
野
〔
乃
〕
種
々
〔
乃
〕

御
饌
物
〔
乎
〕
礼
代
〔
止
〕
置
足
〔
波
志
弖
〕
慎
敬
〔
比
〕
恐

〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
乞
祈
白
〔
須
〕
事
〔
乎
〕
高
々
〔
尓
〕
聞

食
〔
世
止
〕
鹿
自
物
膝
折
伏
〔
世
〕
鵜
自
物
頚
根
衝
抜
〔
弖
〕

恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白
〔
須
〕
辞
別
〔
弖
〕
白
〔
左
久
〕
皇

太
后
皇
后
〔
乃
〕
二
所
〔
乃
〕
宮
〔
乎
母
〕
専
同
状
〔
尓
〕
乞

祈
申
事
〔
乎
〕
高
々
〔
尓
〕
聞
食
〔
弖
〕
守
〔
利
〕
幸
〔
幣
〕

給
〔
幣
止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白
〔
須
〕

次
御
玉
緒
渡
御
〔
史
生
取
脂
燭
前
行
官
掌
二
人
舁
之
〕
祝
執
榊

枝
警
蹕
〔
祝
二
人
相
従
〕

次
奉
取
出
御
玉
緒
筥
奉
安
祭
場
所
机
上　

此
間
伯
以
下
面
伏

次
伯
以
下
拍
八
開
手
〔
四
般
毎
度
八
段
祝
催
之
〕

次
御
巫
進
昇
宇
気
舟
執
鉾
衝
宇
気
〔
三
十
反
〕
此
間
奏
神
楽
歌

奏
訖
斎
殿
垂
後
幔
次
垂
前
幔
祝
二
人
候
之

次
伯
奉
仕
糸
結
〔
宇
気
十
反
〕
此
間
奏
神
楽
歌
訖
褰
前
幔
祝
候

之次
物
忌　

昇
神
殿
取
案
上
柳
筥
向
祭
場
所
置
祓
机
上
奉
移　

御

衣
進　

神
前
案
前
振
動
御
巫
衝
宇
気
〔
度
始
如
〕　

此
間
奏
神

楽
歌

次
向
祭
場
所
奉
移
御
玉
緒
本
筥

次
御
玉
緒　

入
御
〔
奉
仕
面
伏
等
同
上
〕

次
大
宮
御
玉
緒　

渡
御
〔
同
上
〕

次
同
御
玉
緒
奉
安
祭
場
所
机
上
〔
面
伏
同
上
〕

次
御
巫
昇
宇
気
舟
執
鉾
衝
宇
気
〔
同
上
〕　

此
間
神
楽
了
垂
幔

〔
同
上
〕

次
伯
奉
仕　

大
宮
糸
結
〔
宇
気
十
反
神
楽
褰
幔
同
上
〕

次
物
忌
取
柳
筥
向
祭
場
所
奉
移
御
衣　

進
神
前
振
動　

御
巫
衝

宇
気
〔
同
上
神
楽
同
上
〕

次
向
祭
場
所
奉
移
同
御
玉
緒
本
筥

次
大
宮
御
玉
緒
入
御
〔
同
上
〕

次
中
宮
御
玉
緒
渡
御
〔
向
祭
場
所
奉
移
同　

御
玉
緒
本
筥
之
儀
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如
初
〕

次
伯
復
脇
座
訖
褰
後
幔
〔
祝
候
之
〕

次
大
直
日
歌

次
伯
再
拝
物
忌
以
下
離
座
応
之

次
倭
舞

次
史
生
献
杯
於
伯
以
下
三
献
〔
舞
中
催
之
〕

次
伯
以
下
拍
八
開
手
〔
如
初
〕

次
中
宮
御
玉
緒
入
御

次
祝
撤　

神
前
幣
授
史
生

次
撤
神
饌
置
直
会
殿
机
上
〔
運
送
如
初
〕　

此
間
奏
神
楽
歌

次
撤
八
代
物
〔
如
初
〕　

此
間
奏
神
楽
早
歌

次
伯
一
揖
起
座

次
昇　

神
殿

次
神
昇

神
昇
詞

掛
巻
〔
毛
〕
恐
〔
支
〕
大
直
日
神
元
〔
乃
〕
御
座
〔
尓
〕
返

〔
利
〕
坐
〔
世
止
〕
恐
〔
美
毛
〕
申
〔
須
〕

次
鎖
御
扉

次
物
忌
以
下
一
揖
起
座

次
御
巫
歌
人
起
座

次
伯
着
直
会
殿

次
物
忌
以
下
着
座

次
有
神
饌
直
会
三
献
之
儀
〔
神
部
二
人
候
之
〕

次
伯
以
下
起
座
〔
上
首
為
先
〕

　

こ
の
次
第
に
記
さ
れ
る
「
伯
」
と
は
、
先
述
の
通
り
、
今
や
白
川

伯
王
で
は
な
く
中
山
忠
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
物
忌
」・「
祝
」・

「
忌
部
代
」
は
、
他
の
奉
仕
者
に
「
神
祇
少
史
」・「
史
生
」・「
官
掌
」

が
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
神
祇
官
員
で
あ
る
。「
巫
女
」

は
「
御
巫
」
に
、「
楽
所
」
は
「
歌
人
」
に
、
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
祓
之
儀
」
は
「
祓
殿
」
で
行
わ
れ
、「
祓
詞
」
を
「
読
」
み
奉
っ

た
の
は
「
忌
部
代
」
で
あ
る
。
明
治
二
年
度
の
特
徴
は
、
四
点
あ
る
。

ま
ず
、「
大
直
日
神
」
の
「
神
降
」・「
神
昇
」
を
行
っ
て
い
る
点
で

あ
る
。
八
神
は
、「
是
〔
之
〕
官
〔
之
〕
祭
場
〔
尓
〕
鎮
坐
〔
須
〕」

と
あ
る
通
り
、
仮
神
殿
に
坐
し
ま
す
の
で
、「
招
祭
」
の
必
要
が
な

か
っ
た
。
次
に
、「
皇
太
后
皇
后
〔
乃
〕
二
所
〔
乃
〕
宮
」
の
鎮
魂

祭
も
、
併
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
、「
祝
文
」
が

無
く
な
っ
た
点
で
あ
る
。
最
後
は
、「
撤
神
饌
」
間
は
「
奏
神
楽
歌
」

で
、「
撤
八
代
物
」
間
は
「
奏
神
楽
早
歌
」
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。

三
、
明
治
三
年
の
鎮
魂
祭

　

鎮
魂
祭
が
神
祇
官
仮
神
殿
で
斎
行
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
年
の
一

度
き
り
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
二
十
三
日
の

『
白
川
家
日
記
』
に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

今
日
於
宮
内
省
鎮
魂
祭
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こ
の
こ
と
は
、
往
古
に
立
ち
帰
る
祭
祀
を
志
向
す
る
限
り
、
当
然

の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
古
代
の
鎮
魂
祭
は
、

神
祇
官
で
は
な
く
、
宮
内
省
正
庁
で
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

弘
仁
神
祇
式
に
よ
れ
ば
、「
当
日
薄
暮
（
中
略
）
令
内
蔵
寮
持
御

服
向
宮
内
省
」
と
あ
る
（
（（
（

。
そ
し
て
、『（
貞
観
）
儀
式
』・『
延
喜
式
』・

『
北
山
抄
』
に
よ
れ
ば
、
大
嘗
祭
も
し
く
は
穢
の
時
以
外
は
、
宮
内

省
正
庁
に
て
斎
行
し
た
こ
と
が
判
る
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
十
一
月
十
七
日
甲
寅
条

に
も
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

於
神
祇
官
修
鎮
魂
祭
、
縁
宮
内
省
行
大
嘗
祭
事
也
、

　

ま
た
、『
西
宮
記
』
に
は
、「
天
慶
八
年
十
一
廿
三
、
省
有
穢
、
於

神
官
行
之
」
と
あ
る
。
天
慶
八
年
と
は
九
四
五
年
で
あ
る
。

　

即
ち
、
鎮
魂
祭
の
祭
場
は
、
あ
く
ま
で
も
宮
内
省
で
、
特
別
な
事

情
の
あ
る
場
合
の
み
神
祇
官
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

後
世
、
宮
内
省
の
建
物
が
廃
絶
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
旧
地
に
平

張
を
立
て
、
内
侍
は
牛
車
に
乗
っ
た
ま
ま
参
列
し
た
こ
と
が
、『
江

家
次
第
』
の
次
の
文
言
か
ら
分
か
る
。

近
代
彼
省
無
一
屋
仍
曹
庁
跡
立
平
張
行
之
（
中
略
）
内
侍
乍
乗

車
立
幄
北
、

　

や
は
り
、
跡
地
と
い
え
ど
も
、「
宮
内
省
」
と
い
う
場
が
重
視
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、『
宮
主
秘
事
口
伝
』・『
薩
戒
記
』・『
康
富
記
』
と
い
っ

た
後
代
の
記
述
で
も
、
い
ず
れ
も
宮
内
省
旧
地
に
内
侍
が
参
向
し
て

斎
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
は
、
や
む
を
得
ず
祭
儀
の
簡
略

化
が
進
行
し
た
時
代
に
お
い
て
も
、
固
く
守
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

よ
っ
て
、
中
世
以
前
の
鎮
魂
祭
を
考
慮
し
て
で
あ
ろ
う
か
、
明
治

三
年
以
降
の
鎮
魂
祭
は
、「
宮
内
省
代
」
及
び
「
宮
内
省
（
正
）
庁

代
」
に
相
応
し
い
場
所
で
行
わ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
武
田
秀
章
氏
に
よ
る
と
（
（（
（

、「
神
祇
官
祭
祀
は
宮
中
神
殿
が

設
け
ら
れ
る
ま
で
過
渡
的
に
行
な
は
れ
る
、
あ
く
ま
で
も
仮
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
の
祭
祀
は
、
や
が
て
宮
中
に
移
行
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
暫
定
的
に
執
行
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
」
と
、
福
羽

美
静
等
は
構
想
し
て
い
た
。

　

結
果
、
明
治
三
年
の
鎮
魂
祭
は
、
宮
城
西
之
丸
域
内
の
「
山
里
」

を
「
宮
内
省
代
」
と
し
て
斎
行
さ
れ
た
。「
山
里
」
に
は
、
内
侍
所

等
の
社
殿
が
あ
っ
た
（
（（
（

。
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
鎮
魂
祭
一
件

留
』（
四
一
三
‐
一
三
〇
）
に
は
、「
庚
午
十
一
月　

鎮
魂
祭
仮
殿
取

建
絵
図
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。「
庚
午
」
は
、
明
治
三
年
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
絵
図
を
拝
見
す
る
と
、「
神
殿
」
に
向
か
っ
て
「
糸
結

幄
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
周
囲
に
は
、「
内
侍
所
」
や
「
山
里

御
土
蔵
」
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、『
鎮
魂
祭
一
件
』（
四
一
三
‐
一
二
九
）
等
に
拠
れ
ば
、

資
訓
は
、
明
治
二
年
同
様
、
神
祇
大
副
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
鎮
魂
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祭
の
御
斎
行
に
は
や
は
り
深
く
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
鎮
魂
祭

を
奉
修
し
た
の
は
、
同
じ
く
神
祇
伯
中
山
忠
能
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
一
方
で
、
資
訓
が
こ
の
年
の
新
嘗
祭
に
関

与
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
福
羽
美
静
の
意
向

が
窺
え
よ
う
。
即
ち
、
白
川
・
吉
田
の
両
家
か
ら
そ
の
力
を
削
ぎ
、

且
つ
、
両
家
の
分
掌
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
、
あ
わ
よ
く
ば
対
立
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
二
年
の
新
嘗
祭
は
、
元
年
と
同
様
、
京
都
の
吉
田
家
宗
源
殿

を
神
祇
官
代
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
東
京
奠
都
の
本
格
化
に
伴
い
、

明
治
三
年
の
新
嘗
祭
は
東
京
の
神
祇
官
で
行
わ
れ
た
。
以
上
の
点
に

つ
い
て
、
阪
本
是
丸
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
（
（（
（

。

そ
れ
は
、
近
世
の
新
嘗
祭
再
興
を
も
た
ら
し
た
吉
田
家
で
の
新

嘗
御
祈
へ
の
決
別
で
あ
り
、
ま
た
伝
統
的
な
神
祇
官
家
で
あ
る

吉
田
家
（
お
よ
び
白
川
家
）
の
退
場
を
も
意
味
し
て
い
た
。

　

阪
本
氏
が
括
弧
内
に
書
か
れ
た
白
川
家
の
「
退
場
」
に
つ
い
て
補

足
し
よ
う
。
資
訓
は
、
明
治
三
年
十
二
月
二
十
六
日
、
神
祇
大
副
を

解
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
神
祇
官
出
仕
に
任
じ
ら
れ
、

「
八
神
殿
取
調
御
用
」
の
命
を
受
け
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
常
世

長
胤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
（（
（

（
長
胤
は
、
こ
の
人
事
を
同
十
二
日

と
す
る
）。

中
に
気
の
毒
な
る
は
白
川
三
位
資
訓
な
り
。
何
に
と
な
れ
ば
此

家
の
代
々
神
祇
伯
を
勤
め
来
し
事
は
、
清
仁
親
王
の
男
延
信
王

に
始
り
て
、
今
は
千
年
に
近
か
る
べ
し
。（
中
略
）
今
し
此
新

世
と
な
り
て
漸
々
に
本
官
を
も
興
さ
れ
、
官
祭
の
形
を
も
見
ら

る
ヽ
時
に
あ
ひ
し
か
も
と
嬉
し
み
悦
び
て
仕
奉
る
間
を
ば
、
僅

か
に
四
年
を
も
経
ず
し
て
、
何
の
罪
も
な
く
官
職
を
解
れ
、
其

跡
に
は
本
官
に
縁
も
な
き
、
近
衛
忠
房
を
大
副
に
据
ら
れ
て
、

千
年
に
近
く
縁
の
あ
る
本
官
に
離
る
ヽ
事
な
れ
ば
、
こ
れ
よ
り

悲
し
き
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
か
へ
す
く
も
い
ぶ
か
し
き
所
為

に
ぞ
あ
り
け
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
鎮
魂
祭
一

件
留
』（
四
一
三
‐
一
三
〇
）
収
載
「
宮
内
省
代
鎮
魂
祭
次
第
」
か
ら
、

明
治
三
年
の
鎮
魂
祭
次
第
を
復
元
し
、
ご
紹
介
し
た
い
。「
宮
内
省

代
鎮
魂
祭
次
第
」
は
、
神
祇
官
用
箋
に
記
さ
れ
て
い
る
。

神
殿
御
装
束
奉
仕
〔
宮
内
権
大
録
以
下
奉
仕
〕

先
建
御
玉
木
〔
物
忌
祝
奉
仕
〕

次
弾
正
台
着
斎
殿
北
西
仮
幄
坐

次
神
祇
官
着
斎
殿
北
仮
幄
坐

次
神
楽
人
着
其
之
西
之
仮
幄
坐

次
太
政
官
着
斎
殿
南
仮
幄
坐

次
宮
内
省
着
其
西
之
仮
幄
坐

次
諸
省
卿
輔
着
其
西
之
仮
幄
座

次
伯
以
下
着
祓
幄
坐

次
史
生
分
配
於
祓
具
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次
忌
部
代
進
軾
読
祓
詞
訖
執
榊
枝
祓

次
伯
以
下
有
手
水
之
儀
〔
省
掌
役
之
〕

次
伯
昇　

神
殿
〔
神
祇
官
掌
取
脂
燭
前
行
〕

次
神
降　

二
座

掛
巻
〔
毛
〕
恐
〔
支
〕
神
祇
官
〔
尓
〕
坐
〔
須
〕
八
柱
大
神
此

神
籬
〔
尓
〕
降
〔
利
〕
坐
〔
世
止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
申

〔
須
〕
掛
巻
〔
毛
〕
恐
〔
支
〕
大
直
神
此
神
籬
〔
尓
〕
降
〔
利
〕

坐
〔
世
止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
申
〔
須
〕

次
伯
昇
斎
殿
着
腋
坐
〔
脂
燭
従
者
如
前
〕

次
物
忌
以
下
着
坐

次
奏
阿
知
女
曲

次
供
八
代
物　

太
刀　

弓
矢　

鈴　

佐
奈
伎　

絁　

木
綿　

麻

　

神
琴　

其
儀
物
忌
祝
等
相
伝
奉
供　

神
前　

此
間
奏
神
楽
歌

次
供
神
饌
〔
二
座
〕
其
儀
如
供
八
代
物
式　

此
間
奏
神
楽
歌

次
伯
移
着
糸
結
坐

次
祝
進
幣
於
伯

次
伯
再
拝
〔
物
忌
以
下
乍
坐
応
之
〕

次
伯
授
幣
於
祝
祝
取
之
奉　

神
前

祭
文

　

掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
神
産
日
神
高
御
産
日
神
玉
積
産
日
神

生
産
日
神
足
産
日
神
大
宮
売
神
御
食
津
神
事
代
主
神
及
大
直
神

〔
乃
〕
大
前
〔
尓
〕
従
一
位
行
神
祇
伯
藤
原
朝
臣
忠
能
恐
〔
美
〕

恐
〔
美
母
〕
白
〔
左
久
〕
掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
橿
原
宮
〔
尓
〕

天
下
知
食
〔
志
〕
天
皇
命
〔
乃
〕
大
御
代
〔
尓
〕
宇
麻
志
麻
遅

命
〔
乃
〕
奉
出
〔
世
留
〕
天
津
御
寳
〔
乃
〕
美
豆
〔
乃
〕
十
種

〔
乃
〕
神
寳
〔
乎
〕
以
〔
弖
〕
御
鎮
魂
〔
乃
〕
祭
〔
乎
〕
始
給

〔
比
志
〕
宮
事
〔
乃
〕
随
〔
尓
〕
其
〔
我
〕
例
〔
尓
〕
習
〔
比
〕

其
（
我
）
事
（
乎
）
治
給
〔
布
止
志
弖
〕
皇
神
等
〔
乃
〕
大
御

前
〔
尓
〕
諸
〔
乃
〕
神
事
奉
仕
〔
弖
〕
大
御
魂
布
理
奉
〔
里
〕

斎
奉
〔
利
〕
給
〔
布
〕
如
此
斎
給
〔
布
賀
〕
故
〔
尓
〕
天
皇
命

〔
乃
〕
大
御
體
〔
波
〕
五
百
代
〔
尓
〕
千
代
〔
尓
〕
堅
磐
〔
尓
〕

常
磐
〔
尓
〕
患
賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕
悩
賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕

白
玉
〔
乃
〕
大
御
白
髪
坐
〔
志
〕
赤
玉
〔
乃
〕
御
阿
加
良
〔
毘
〕

坐
〔
志
〕
弥
乎
知
〔
尓
〕
弥
若
叡
〔
尓
〕
令
栄
坐
給
〔
幣
止
〕

奉
〔
留
〕
物
〔
波
〕
御
酒
〔
波
〕
甕
上
高
知
甕
腹
満
並
〔
弖
〕

大
海
原
〔
尓
〕
住
物
〔
波
〕
鰭
広
物
鰭
狭
物
奥
津
藻
菜
辺
津
藻

菜
海
川
山
野
〔
乃
〕
種
々
〔
乃
〕
御
饌
物
〔
乎
〕
礼
代
〔
止
〕

置
足
〔
波
志
弖
〕
慎
敬
〔
比
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
乞
祈
白

〔
須
〕
事
〔
乎
〕
高
々
〔
尓
〕
聞
食
〔
世
止
〕
鹿
自
物
膝
折
伏

〔
世
〕
鵜
自
物
頚
根
衝
抜
〔
弖
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白

〔
須
〕
辞
別
〔
弖
〕
白
〔
左
久
〕
皇
太
后
皇
后
〔
乃
〕
二
所

〔
乃
〕
宮
〔
乎
母
〕
専
同
状
〔
尓
〕
乞
祈
申
事
〔
乎
〕
高
々

〔
尓
〕
聞
食
〔
弖
〕
守
〔
利
〕
幸
〔
幣
〕
給
〔
幣
止
〕
恐
〔
美
〕

恐
〔
美
母
〕
白
〔
須
〕
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次
御
玉
緒　

渡
御
〔
少
録
取
脂
燭
前
行
省
掌
二
人
舁
之
〕
祝
執

榊
枝
警
蹕

次
物
忌
取
出　

御
玉
緒
筥
奉
安
祭
場
所
机
上　

此
間
伯
以
下
面

伏次
伯
以
下
拍
八
開
手
〔
四
段
毎
度
八
段
祝
催
之
〕

次
御
巫
進
昇
宇
気
舟
執
鉾
衝
宇
気
〔
三
十
反
〕
此
間
奏
神
楽
歌

奏
訖
垂
斎
殿
後
幔　

次
垂
前
幔
祝
二
人
役
之

次
伯
奉
仕
糸
結　

宇
気
十
反　

此
間
奏
神
楽
歌
訖
褰
前
幔
祝
役

之次
物
忌
取　

柳
筥
進　

祭
場
所
奉
納　

御
衣
進　

神
前
振
動
御

巫
衝
宇
気
〔
度
始
如
〕　

此
間
奏
神
楽
歌

次
進
祭
場
所
奉
納　

御
玉
緒
於
本
筥

次
御
玉
緒　

入
御

次
大
宮　

御
玉
緒　

渡
御
〔
同
上
〕

次
奉
安　

御
玉
緒
於　

祭
場
所
机
上
〔
面
伏
同
上
〕

次
御
巫
昇
宇
気
舟
執
鉾
衝
宇
気
〔
如
初
〕　

此
間
神
楽
了
垂
幔

〔
同
上
〕

次
伯
奉
仕　

大
宮
糸
結
〔
宇
気
十
反
〕
神
楽
褰
幔
同
上

次
物
忌
取
柳
筥
進　

祭
場
所
奉
納　

御
衣　

進　

神
前
振
動
御

巫
衝
宇
気
〔
同
上
神
楽
同
上
〕

次
進　

祭
場
所
奉
納　

御
玉
緒
於
本
筥

次
大
宮　

御
玉
緒　

入
御
〔
同
上
〕　

伯
以
下
白
地
起
座

次
中
宮　

御
玉
緒　

渡
御
〔
進
祭
場
所
奉
納
御
玉
緒
於
本
筥
儀

如
初
〕

次
伯
復
坐
訖
褰
後
幔
〔
祝
役
之
〕

次
大
直
日
歌
、

次
伯
再
拝
物
忌
以
下
下
坐
応
之

次
倭
舞
、

次
史
生
献
杯
於
伯
以
下
三
献
〔
今
度
略
之
〕

次
伯
以
下
拍
八
開
手
〔
如
初
〕

次
中
宮　

御
玉
緒　

入
御

次
祝
撤　

神
前
幣
授
史
生

次
撤
神
饌
〔
運
送
如
初
〕　

此
間
奏
神
楽
歌

次
撤
八
代
物
〔
如
初
〕　

此
間
奏
神
楽
早
歌

次
伯
一
揖
起
座

次
昇　

神
殿

次
神
昇
〔
二
座
〕

掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
神
祇
官
〔
尓
〕
坐
〔
須
〕
八
柱
大
神
本

〔
乃
〕
御
坐
〔
尓
〕
帰
〔
利
〕
鎮
坐
〔
世
止
〕
恐
〔
美
〕
恐

〔
美
毛
〕
申
〔
須
〕
掛
巻
〔
毛
〕
恐
〔
支
〕
大
直
神
本
〔
乃
〕

御
坐
〔
尓
〕
帰
〔
利
〕
鎮
咩
〔
世
止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕

申
〔
須
〕

次
物
忌
以
下
一
揖
起
座

次
御
巫
歌
人
起
座



302明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 47 号〕平成 22 年 11 月

次
伯
着
直
会
殿
〔
以
下
今
度
略
之
〕

次
物
忌
以
下
着
坐

次
有
神
饌
直
会
三
献
之
儀

次
伯
以
下
起
坐
〔
上
首
為
先
〕

　

こ
の
次
第
で
は
、「
宮
内
権
大
録
」・「
少
録
」・「
省
掌
」
と
い
っ

た
、
宮
内
省
員
も
奉
仕
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
参
列
者
が
坐
に
着

す
る
点
、
召
し
立
て
の
儀
が
無
く
な
っ
た
点
も
、
特
徴
的
で
あ
る
。

何
よ
り
の
特
色
は
、「
神
降
」・「
神
昇
」
が
「
二
座
」
と
な
っ
た
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
祭
場
が
変
更
さ
れ
た
の
で
、「
神
祇
官
〔
尓
〕

坐
〔
須
〕
八
柱
大
神
」
も
お
招
き
す
る
必
要
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
大
直
日
神
」
を
「
大
直
神
」
に
、「
千
代
〔
尓
〕
五
百
代

〔
尓
〕」
を
「
五
百
代
〔
尓
〕
千
代
〔
尓
〕」
に
、
と
い
っ
た
変
更
も

着
目
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
倭
舞
」
中
と
「
直
会
」
と
の
「
三
献
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
今
度
略
之
」
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
明
治
四
年
の
鎮
魂
祭

　

明
治
四
年
は
、
い
よ
い
よ
大
嘗
祭
の
年
で
あ
る
。
福
羽
美
静
は
、

同
年
五
月
十
九
日
、
大
嘗
会
御
用
掛
に
就
任
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
五
月
二
十
二
日
、
吉
田
良
義
が
卜
部
と
な
っ
て
国
郡
卜

定
の
儀
が
斎
行
さ
れ
、
悠
基
斎
田
は
甲
斐
国
巨
摩
郡
に
、
主
基
斎
田

は
安
房
国
長
狭
郡
に
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た
。

　

一
方
、
資
訓
は
、
八
月
四
日
に
神
祇
大
掌
典
を
拝
命
し
、
九
月
に

は
抜
穂
使
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

　

資
訓
の
大
掌
典
と
し
て
の
役
割
は
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ

た
。
資
訓
は
、
明
治
四
年
の
鎮
魂
祭
で
、
御
糸
結
を
奉
仕
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

祝
詞
は
神
祇
大
輔
福
羽
美
静
が
奏
上
し
た
と
は
言
え
、
資
訓
が
鎮

魂
祭
の
大
事
で
あ
る
御
糸
結
を
奉
仕
し
た
意
義
は
大
き
い
。
正
し
く

白
川
家
の
面
目
躍
如
と
言
え
よ
う
。
従
来
、
国
郡
卜
定
の
儀
で
吉
田

良
義
が
卜
部
と
な
っ
た
点
の
み
着
目
さ
れ
て
き
た
が
、
資
訓
の
御
糸

結
奉
仕
の
重
要
性
も
全
く
同
一
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ま
で
祭
祀
を
実
質
的
に
担
っ
て
き
た
旧
神
祇
官
人
を
排
し
、

同
時
に
旧
儀
を
再
興
す
る
の
は
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

う
。
改
革
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
祭
祀
の
厳
修
を
重
視
す
れ
ば
、
古

儀
を
継
承
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

祭
祀
の
実
質
的
な
復
興
は
、
家
職
と
し
て
従
来
そ
の
祭
祀
に
携

わ
っ
て
き
た
旧
神
祇
官
人
の
具
体
的
な
知
識
な
く
し
て
不
可
能
で

あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
古
儀
に
復
す
る
に
は
、
鎮
魂
祭

も
白
川
家
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

結
果
と
し
て
、
大
嘗
祭
に
直
面
し
、
旧
神
祇
官
人
を
排
す
る
方
針

は
一
時
的
に
撤
回
さ
れ
、「
神
祇
四
姓
」
の
復
活
が
要
請
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
排
除
の
方
向
で
あ
っ
た
白
川
資
訓
・
吉
田
良
義
が
復
権
し
、

同
時
に
祭
祀
も
復
古
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
小
平
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
（
（（
（

。
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こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
祇
官
内
に
お
い
て
は
祭
政
が
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
神
祇
行
政
」
と
「
神
祇
祭
祀
」
が

分
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
川
、
吉
田
は
神
祇
行
政
か
ら

切
り
離
さ
れ
、
祭
祀
を
専
ら
に
す
る
存
在
に
な
っ
た
こ
と
が
意

味
さ
れ
よ
う
。「
儀
式
を
掌
る
」
こ
と
を
示
す
そ
の
職
名
は
、

神
祇
官
に
お
け
る
新
た
な
彼
ら
の
立
場
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
当
初
の
方
針
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
氏
が
神
祇

官
に
復
活
を
果
た
し
た
理
由
は
、（
中
略
）
明
治
国
家
が
重
視

し
て
い
た
「
祭
祀
」
の
執
行
に
あ
た
り
、
両
氏
の
存
在
が
実
際

の
と
こ
ろ
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

資
訓
に
対
す
る
処
遇
の
変
化
は
、
大
嘗
祭
と
一
連
の
神
事
と
を
円

滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
資
訓
が
福
羽
と
円
満
な
関

係
を
結
ん
だ
結
果
で
は
な
い
こ
と
は
、
後
述
の
事
実
が
示
そ
う
。

　

さ
て
、
明
治
四
年
十
月
二
十
九
日
、「
四
時
祭
典
定
則
」
が
定
め

ら
れ
、
鎮
魂
祭
は
中
祭
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、『
明
治
天

皇
紀
』
同
年
十
一
月
十
六
日
条
に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

明
十
七
日
大
嘗
祭
を
行
は
せ
ら
る
ゝ
に
因
り
、
鎮
魂
祭
を
修
す
、

午
後
七
時
儀
畢
る
、

　

そ
こ
で
、
宮
内
庁
書
陵
部
御
所
蔵
資
料
『
鎮
魂
祭
一
件
留
』（
四

一
三
‐
一
三
〇
）
か
ら
、
明
治
四
年
の
鎮
魂
祭
次
第
を
復
元
し
、
ご

紹
介
し
た
い
。
同
資
料
の
う
ち
、「
於
宮
内
省
被
行
鎮
魂
祭
次
第
」

は
宮
内
省
用
箋
に
、
福
羽
美
静
の
祝
詞
は
神
祇
省
用
箋
に
、
記
さ
れ

て
い
る
。

　

古
代
、
大
嘗
祭
の
場
合
、
宮
内
省
で
は
な
く
神
祇
官
で
斎
行
さ
れ

た
鎮
魂
祭
だ
が
、「
於
宮
内
省
」
と
あ
る
の
で
、
祭
場
は
明
治
三
年

と
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

　

神
祇
省
制
定
『
明
治
四
年
大
嘗
会
式
』
は
、
そ
の
木
版
本
の
写
真

複
写
が
『
践
祚
大
嘗
祭　

資
料
篇
（
（（
（

』
に
、
翻
刻
が
『
大
嘗
祭
の
研

究
（
（（
（

』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
に
お
示
し
す
る
鎮
魂
祭
次

第
は
、『
明
治
四
年
大
嘗
会
式
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
に
ご
紹
介
す
る
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。

神
殿
御
装
束
奉
仕
〔
宮
内
大
録
以
下
奉
仕
〕

先
御
玉
木
ヲ
神
前
ニ
建
ツ
〔
掌
典
奉
仕
〕

次
神
祇
省
斎
殿
ノ
北
仮
幄
坐
ニ
着
ク

次
伶
人
西
之
仮
幄
坐
ニ
着
ク

次
式
部
寮
斎
殿
ノ
南
仮
幄
坐
ニ
着
ク

次
宮
内
省
西
之
仮
幄
坐
ニ
着
ク

次
神
祇
大
輔
以
下
手
水
〔
少
神
部
之
ヲ
役
ス
〕

次
神
祇
大
輔
以
下
祓
幄
坐
ニ
着
ク

次
少
掌
典
軾
ニ
進
ミ
祓
ノ
詞
ヲ
読
訖
テ
榊
枝
ヲ
執
テ
祓
フ

次
神
祇
大
輔　

神
殿
ニ
昇
ル
〔
少
神
部
取
燭
ヲ
執
テ
前
行
〕

次
神
降
二
坐

次
神
祇
大
輔
斎
殿
ニ
昇
リ
腋
坐
ニ
着
ク
〔
脂
燭
役
者
前
ノ
如

シ
〕
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次
大
掌
典
以
下
坐
ニ
着
ク

次
阿
知
女
曲
ヲ
奏
ス

次
八
代
物
ヲ
供
ス　

太
刀　

弓　

矢　

鈴　

佐
奈
伎　

絁　

木

綿　

麻　

神
琴　

神
楽
歌
奏
ス

次
神
饌
ヲ
供
ス
二
坐　

神
楽
歌
奏
ス

次
大
掌
典
糸
結
座
ニ
移
坐
ス

次
中
掌
典
幣
ヲ
神
祇
大
輔
ニ
進
ム

次
神
祇
大
輔
再
拝
〔
少
輔
以
下
坐
ナ
カ
ラ
之
ニ
応
ス
〕

次
神
祇
大
輔
幣
ヲ
中
掌
典
ニ
授
ク
中
掌
典
之
ヲ
執
テ
神
前
ニ
奉

ル次
神
祇
大
輔
祝
詞
ヲ
読
ム
〔
少
輔
以
下
面
伏
〕

　

掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
神
産
日
神
高
御
産
日
神
玉
積
産
日
神

生
産
日
神
足
産
日
神
大
宮
売
神
御
食
津
神
事
代
主
神
及
大
直
神

〔
乃
〕
大
前
〔
尓
〕
神
祇
大
輔
従
四
位
行
福
羽
美
静
恐
〔
美
〕

恐
〔
美
母
〕
白
〔
左
久
〕
掛
巻
〔
母
〕
恐
〔
支
〕
橿
原
宮
〔
尓
〕

天
下
知
食
〔
志
〕
天
皇
命
〔
乃
〕
大
御
代
〔
尓
〕
宇
麻
志
麻
遅

命
〔
乃
〕
奉
出
〔
世
留
〕
天
津
御
寳
〔
乃
〕
美
豆
〔
乃
〕
十
種

〔
乃
〕
神
寳
〔
乎
〕
以
〔
弖
〕
御
鎮
魂
〔
乃
〕
祭
〔
乎
〕
始
給

〔
比
志
〕
宮
事
〔
乃
〕
随
〔
尓
〕
其
〔
我
〕
例
〔
尓
〕
習
〔
比
〕

其
（
我
）
事
（
乎
）
治
給
〔
布
止
志
弖
〕
皇
神
等
〔
乃
〕
大
御

前
〔
尓
〕
諸
〔
乃
〕
神
事
奉
仕
〔
弖
〕
大
御
魂
布
里
奉
〔
里
〕

斎
奉
〔
利
〕
給
〔
布
〕
如
此
斎
給
〔
布
賀
〕
故
〔
尓
〕
天
皇
命

〔
乃
〕
大
御
體
〔
波
〕
五
百
代
〔
尓
〕
千
代
〔
尓
〕
堅
磐
〔
尓
〕

常
磐
〔
尓
〕
患
賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕
悩
賜
〔
布
〕
事
無
〔
久
〕

白
玉
〔
乃
〕
大
御
白
髪
坐
〔
志
〕
赤
玉
〔
乃
〕
御
阿
加
良
〔
毘
〕

坐
〔
志
〕
弥
乎
知
〔
尓
〕
弥
若
叡
〔
尓
〕
令
栄
坐
給
〔
幣
止
〕

奉
〔
留
〕
物
〔
波
〕
御
酒
〔
波
〕
甕
上
高
知
甕
腹
満
並
〔
弖
〕

大
海
原
〔
尓
〕
住
物
〔
波
〕
鰭
広
物
鰭
狭
物
奥
津
藻
菜
辺
津
藻

菜
海
川
山
野
〔
乃
〕
種
々
〔
乃
〕
御
饌
物
〔
乎
〕
礼
代
〔
止
〕

置
足
〔
波
志
弖
〕
慎
敬
〔
比
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
乞
祈
白

〔
須
〕
事
〔
乎
〕
高
々
〔
尓
〕
聞
食
〔
世
止
〕
鹿
自
物
膝
折
伏

〔
世
〕
鵜
自
物
頚
根
衝
抜
〔
弖
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白

〔
須
〕
辞
別
〔
弖
〕
白
〔
左
久
〕
皇
后
〔
乃
〕
宮
〔
乎
母
〕
専

同
状
〔
尓
〕
乞
祈
申
事
〔
乎
〕
高
々
〔
尓
〕
聞
食
〔
弖
〕
守

〔
利
〕
幸
〔
幣
〕
給
〔
幣
止
〕
恐
〔
美
〕
恐
〔
美
母
〕
白
〔
須
〕

次
御
玉
緒
渡
御
〔
中
神
部
脂
燭
ヲ
取
テ
前
行
少
神
部
之
ヲ
舁

ク
〕
掌
典
榊
枝
ヲ
執
テ
警
蹕

次
大
掌
典　

御
玉
緒
筥
ヲ
取
出
シ
斎
殿
ノ
机
上
ニ
安
奉
ル　

神

祇
大
輔
以
下
面
伏

次
神
祇
大
輔
以
下
八
開
手
ヲ
拍
ツ
〔
四
段
毎
度
八
段
中
掌
典
役

之
〕

次
内
掌
典
進
テ
宇
気
舟
ニ
昇
リ
鉾
ヲ
執
テ
宇
気
ヲ
衝
ク
〔
三
十

反
〕　

神
楽
歌
ヲ
奏
ス
訖
テ
少
掌
典
斎
殿
ノ
後
幔
ヲ
垂
ル　

次

前
幔
ヲ
垂
ル
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次
神
祇
大
輔　

御
玉
緒
斎
殿
中
央
ノ
案
上
ニ
置
ク
大
掌
典
糸
結

奉
仕
ス　

宇
気
〔
十
反
〕　

神
楽
歌
ヲ
奏
ス
訖
テ
少
掌
典
斎
殿

ノ
前
幔
ヲ
褰

次
中
掌
典
柳
筥
ヲ
取
リ
斎
殿
ニ
進
ミ
御
衣
ヲ
納
奉
リ　

神
前
ニ

進
ミ
振
動　

内
掌
典
宇
気
ヲ
衝
ク
〔
度
初
ノ
如
シ
〕　

神
楽
歌

ヲ
奏
ス

次
大
掌
典
斎
殿
ニ
進
ミ
御
玉
緒
ヲ
本
筥
ニ
納
奉
ル

次
御
玉
緒
入
御

次
中
宮
御
玉
緒
渡
御
〔
上
ニ
同
シ
〕

次
大
掌
典
御
玉
緒
ヲ
斎
殿
ノ
机
上
ニ
安
奉
ル
〔
面
伏
上
ニ
同

シ
〕

次
内
掌
典
宇
気
舟
ニ
昇
テ
鉾
ヲ
執
リ
宇
気
ヲ
衝
ク
〔
初
ノ
如

シ
〕
神
楽
歌
了
テ
幔
ヲ
垂
ル
〔
上
ニ
同
シ
〕

次
神
祇
大
輔
御
玉
緒
ヲ
斎
殿
中
央
ノ
案
上
ニ
置
ク　

大
掌
典　

中
宮
糸
結
奉
仕
ス
〔
宇
気
十
反
神
楽
褰
幔
上
ニ
同
シ
〕

次
中
掌
典
柳
筥
ヲ
取
テ
斎
殿
ニ
進
ミ
御
衣
ヲ
納
奉
リ
神
前
ニ
進

ミ
振
動　

内
掌
典
宇
気
ヲ
衝
ク
〔
上
ニ
同
シ　

神
楽
上
ニ
同

シ
〕

次
大
掌
典
斎
殿
ニ
進
ミ
御
玉
緒
ヲ
本
筥
ニ
納
奉
ル

次
大
掌
典
脇
坐
ニ
復
シ
訖
テ
斎
殿
ノ
後
幔
ヲ
褰
ク
〔
小
掌
典
之

ヲ
役
ス
〕

次
大
直
歌

次
神
祇
大
輔
再
拝
少
輔
以
下
坐
ヲ
下
リ
之
ニ
応
ス

次
倭
舞

次
神
部
杯
ヲ
神
祇
大
輔
以
下
ニ
献
ル
三
献
〔
今
度
之
ヲ
略
ス
〕

次
神
祇
大
輔
已
下
八
開
手
ヲ
拍
ツ
〔
初
ノ
如
シ
〕

次
中
宮　

御
玉
緒　

入
御

次
中
掌
典
神
前
ノ
幣
ヲ
撤
テ
神
部
ニ
授
ク

次
神
饌
ヲ
撤
ス
〔
運
送
初
ノ
如
シ
〕　

神
楽
歌
ヲ
奏
ス

次
八
代
物
ヲ
撤
ス
〔
初
ノ
如
シ
〕　

神
楽
早
歌
ヲ
奏
ス

次
神
祇
大
輔
一
揖
シ
テ
坐
ヲ
起
チ
昇
殿
ス

次
昇
神
殿

次
神
昇
二
坐

次
神
祇
少
輔
以
下
一
揖
シ
テ
坐
ヲ
起
ツ

次
内
掌
典
伶
人
坐
ヲ
起
ツ

次
神
祇
大
輔
直
会
殿
ニ
着
ク
〔
以
下
今
度
之
ヲ
略
ス
〕

次
大
掌
典
以
下
坐
ニ
着
ク

次
神
饌
直
会
三
献
ノ
儀
ア
リ

次
神
祇
大
輔
以
下
坐
ヲ
起
ツ
〔
上
首
ヲ
先
ト
ス
〕

　

こ
の
次
第
で
は
、「
神
殿
御
装
束
」
は
「
宮
内
大
録
」
以
下
の
宮

内
省
員
が
奉
仕
し
て
い
る
が
、
実
際
の
祭
儀
の
所
役
は
、「
掌
典
」・

「
神
部
」
と
い
っ
た
神
祇
省
員
が
奉
仕
し
て
い
る
。「
幣
」
を
扱
う
の

も
「
祝
」
か
ら
「
中
掌
典
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
御
巫
」
は

「
内
掌
典
」
に
、「
歌
人
」
は
「
伶
人
」
に
、
改
め
ら
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
明
治
四
年
度
の
最
大
の
特
色
は
、
先
述
の
通
り
、「
祝

詞
ヲ
読
ム
」
の
は
福
羽
美
静
が
、「
糸
結
」
は
白
川
資
訓
が
、
そ
れ

ぞ
れ
奉
仕
し
た
点
で
あ
る
。
他
の
特
徴
と
し
て
は
、「
手
水
」
が

「
祓
」
の
前
に
な
っ
た
点
、
英
照
皇
太
后
の
御
糸
結
の
記
述
が
無
い

点
、
前
年
度
同
様
に
「
三
献
」
が
略
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
明
治
維
新
期
の
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
、
四
つ
の
次
第
を
基
に

そ
の
変
遷
を
確
認
し
た
。
そ
の
過
程
は
、
白
川
家
が
祭
祀
行
政
上
の

地
位
を
失
っ
て
い
く
様
子
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
反
映
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。

　

明
治
五
年
三
月
十
四
日
に
は
、
つ
い
に
神
祇
省
す
ら
廃
止
さ
れ
、

教
部
省
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
極
め
て
短
い
、
さ
れ
ど
激

動
の
期
間
の
中
で
、
鎮
魂
祭
の
あ
り
方
も
、
白
川
家
の
位
置
付
け
も
、

決
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

資
訓
が
御
糸
結
に
本
領
を
発
揮
し
た
明
治
四
年
の
鎮
魂
祭
前
後
、

福
羽
美
静
に
よ
っ
て
、
白
川
家
に
二
つ
の
掣
肘
が
加
え
ら
れ
た
。

　
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
四
年
十
一
月
条
に
は
、
次
の
通
り
記
さ
れ

て
い
る
。

是
の
月　

節
朔
祭
御
拝
等
の
制
を
定
め
た
ま
ふ
、
賢
所
等
御
日

拝
は
東
行
以
降
宮
中
神
祇
道
を
家
職
と
せ
し
白
川
資
訓
に
代
拝

を
命
じ
た
ま
ひ
、
資
訓
私
宅
に
於
て
之
れ
を
奉
仕
す
、
神
祇
大

輔
福
羽
美
静
・
同
少
輔
門
脇
重
綾
以
為
ら
く
、
御
代
拝
を
私
宅

に
於
て
奉
仕
す
る
が
如
き
は
頗
る
條
理
に
背
け
る
の
み
な
ら
ず
、

資
訓
既
に
家
職
を
廃
せ
ら
る
、
宜
し
く
資
訓
の
御
代
拝
を
停
め
、

更
に
節
朔
祭
・
旬
祭
・
日
供
の
制
を
定
め
ら
る
べ
し
と
、
乃
ち

案
を
具
し
連
署
し
て
建
言
す
、
是
の
月
、
之
れ
を
制
可
せ
ら
る
、

　

次
に
、
大
嘗
祭
終
了
直
後
の
十
一
月
二
十
九
日
に
は
、
福
羽
美
静

が
「
有
栖
川
白
川
吉
田
三
ケ
所
八
神
殿
代
奉
送
取
調
」
等
の
た
め
神

祇
少
輔
門
脇
重
綾
の
出
張
を
正
院
に
願
い
出
て
、
そ
の
出
張
が
な
さ

れ
た
（
（（
（

。
そ
し
て
、
三
家
が
京
都
で
奉
斎
し
て
い
た
「
霊
代
」
が
東
京

に
奉
遷
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
白
川
資
訓
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
大
掌
典
・
式

部
寮
七
等
出
仕
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
資
訓
の
生
涯
と
事
績
に
つ
い
て
は
、

別
稿
で
考
証
し
た
い
。

注（1
）　･

鎌
田
純
一
氏
『
皇
室
の
祭
祀
』〔
神
社
本
庁
研
修
所
、
平
成
十
八

年
（
二
〇
〇
六
）
二
月
三
日
〕
六
一
頁
～
。

（
2
）　･

伴
信
友
『
鎮
魂
伝
』（『
伴
信
友
全
集　

巻
二
』〔
ぺ
り
か
ん
社
、

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
八
月
二
十
日
、
明
治
四
十
年
刊
国

書
刊
行
会
版
の
覆
刻
〕
六
二
八
頁
～
。

（
（
）　･
八
束
清
貫
氏
「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
（
一
）」〔『
神
道
学
』
一
二
、

神
道
学
会
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
二
月
一
日
〕・「
鎮
魂

祭
に
つ
い
て
（
承
前
）」〔『
神
道
学
』
一
四
、
同
年
八
月
一
日
〕・
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「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
（
承
前
・
完
）」〔『
神
道
学
』
一
六
、
同
三
十

三
年
（
一
九
五
八
）
二
月
一
日
〕、
同
氏
「
皇
室
祭
祀
百
年
史
」

〔『
明
治
維
新
神
道
百
年
史
（
第
一
巻
）』
所
収
、
神
道
文
化
会
、

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
四
月
三
十
日
〕
等
参
照
。

（
4
）　･

川
出
清
彦
氏
「
鎮
魂
祭
古
儀
考
」〔『
大
嘗
祭
と
宮
中
の
ま
つ
り
』

所
収
、
名
著
出
版
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
六
月
二
十
七
日
〕。

初
出
は
、「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
―
古
伝
を
中
心
と
し
て
―
」〔『
神

道
学
』
七
五
、
神
道
学
会
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
十
一

月
一
日
〕。
こ
れ
を
補
正
さ
れ
た
「
鎮
魂
祭
古
儀
考
」〔『
神
道
史

研
究
』
二
七
‐
二
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
四
月
一
日
、

神
道
史
学
会
〕
を
収
載
。

（
（
）　･

川
出
清
彦
氏
『
祭
祀
概
説
』〔
学
生
社
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九

七
三
）
五
月
十
五
日
〕
二
八
〇
頁
～
。

（
（
）　･

谷
省
吾
氏
「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
に
関
す
る
一
考
察
―
斎
戸
は
イ
ハ
イ

ベ
で
あ
ら
う
―
」〔『
神
道
史
研
究
』
二
八
‐
一
、
神
道
史
学
会
、

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
一
月
一
日
〕。

（
7
）　･

安
江
和
宣
氏
「
鎮
魂
祭
の
儀
―
特
に
木
綿
結
び
に
つ
い
て
―
」〔
皇

學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
大
嘗
祭
の
研
究
』
所
収
、
皇
學
館
大

学
出
版
部
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
四
月
一
日
〕。

（
（
）　･

安
江
和
宣
氏
「
御
衣
振
動
に
関
す
る
一
考
察
」〔『
皇
學
館
論
叢
』

一
一
‐
二
、
皇
學
館
大
学
人
文
学
会
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七

八
）
四
月
十
日
〕。

（
（
）　･

松
前
健
氏
「
鎮
魂
祭
の
原
像
と
形
成
」〔『
松
前
健
著
作
集　

第
六

巻　

王
権
祭
式
論
』
第
三
章
、
お
う
ふ
う
、
平
成
十
年
（
一
九
九

八
）
三
月
二
十
五
日
〕、
初
出
は
『
日
本
書
紀
研
究
』
七
〔
塙
書
房
、

昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）〕、
後
に
『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
』

〔
塙
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）〕
収
載
。
同
氏
「
鎮
魂

の
原
義
と
宮
廷
鎮
魂
祭
の
成
立
」〔『
松
前
健
著
作
集　

第
六
巻　

王
権
祭
式
論
』
第
七
章
〕、
初
出
は
『
神
々
の
祭
祀
と
伝
承
』〔
同

朋
社
出
版
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）〕。「
古
代
の
霊
魂
観
念
―

ア
ラ
ミ
タ
マ
を
め
ぐ
っ
て
―
」〔『
松
前
健
著
作
集　

第
十
二
巻　

古
代
信
仰
と
民
俗
』
第
九
章
、
お
う
ふ
う
、
平
成
十
年
（
一
九
九

八
）
九
月
二
十
五
日
〕、
初
出
は
『
日
本
民
俗
研
究
大
系
』
二
〔
國

學
院
大
學
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）〕、
後
に
『
古
代
信
仰

と
神
話
文
学
』〔
弘
文
堂
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）〕
収
載
。

（
10
）　･

肥
後
和
夫
氏
「
鎮
魂
の
儀
に
つ
い
て
」〔『
千
家
尊
宣
先
生
還
暦
記

念
神
道
論
文
集
』
所
収
、
神
道
学
会
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）

九
月
十
九
日
〕。

（
11
）　･

柳
井
己
酉
朔
氏
「
天
岩
戸
神
話
の
鎮
魂
祭
的
要
素
」〔『
國
學
院
雑

誌
』
六
二
‐
十
、
國
學
院
大
學
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）

十
月
十
五
日
〕。

（
12
）　･

倉
林
正
次
氏
「
神
話
と
祭
り
―
高
天
の
原
の
鎮
魂
と
地
上
の
鎮
魂

―
」〔『
神
道
史
論
叢　

瀧
川
政
次
郎
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
』
所

収
、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
五
月
二
十
六

日
〕。
後
に
同
氏
『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）』〔
桜
楓
社
、
昭
和

六
十
二
年
（
一
九
八
七
）〕
収
載
。

（
1（
）　･

工
藤
浩
氏
「
記
・
紀
神
話
と
鎮
魂
祭
」〔『
国
文
学
研
究
』
一
二
八
、

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
六
月
十
五

日
〕。

（
14
）　･

義
江
明
子
氏
「「
女
巫
」
と
御
巫
・
宮
人
―
鎮
魂
儀
礼
を
め
ぐ
っ

て
―
」〔
桜
井
徳
太
郎
氏
編
著
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
周
辺
』

所
収
、
第
一
書
房
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
十
二
月
五
日
〕。

（
1（
）　･

津
城
寛
文
氏
『
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論　

研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の

身
体
感
覚
』〔
春
秋
社
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
九
月
二
十
九



308明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 47 号〕平成 22 年 11 月

日
〕。

（
1（
）　･

渡
辺
勝
義
氏
『
鎮
魂
祭
の
研
究
』〔
名
著
出
版
、
平
成
六
年
（
一

九
九
四
）
十
一
月
三
日
〕。

（
17
）　･
渡
辺
勝
義
氏
「
宮
中
鎮
魂
祭
の
変
容
―
平
安
期
以
降
の
歴
史
的
変

遷
―
」〔『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
十
六
、
お
う
ふ
う
、

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
十
二
月
十
五
日
〕。

（
1（
）　･

新
谷
尚
紀
氏
「
大
和
王
権
と
鎮
魂
祭　

民
俗
学
の
王
権
論:･

折
口

鎮
魂
論
と
文
献
史
学
と
の
接
点
を
求
め
て
」〔『
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
一
五
二
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
平
成
二
十

一
年
（
二
〇
〇
九
）
三
月
三
十
一
日
〕。

（
1（
）　･

拙
稿｢

鎮
魂
祭
に
関
す
る
一
考
察｣

〔『
宗
教
研
究
』
八
十
二
‐
四
、

日
本
宗
教
学
会
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
三
月
三
十
日
〕、

同｢

鎮
魂
祭
御
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察｣
〔『
神
道
史
研
究
』
五
十

七
‐
一
、
神
道
史
学
会
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
四
月
一

日
〕、
同｢

鎮
魂
祭
と
白
川
家
に
関
す
る
一
考
察｣

〔『
神
道
史
研

究
』
五
十
七
‐
二
、
神
道
史
学
会
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）

十
月
一
日
〕、
同｢

鎮
魂
祭
に
つ
い
て
―
凡
て
、
鎮
魂
の
儀
は
天

鈿
女
命
の
遺
跡
な
り
―｣

〔『
あ
ら
は
れ
』
十
二
、
平
成
二
十
一
年

（
二
〇
〇
九
）
十
月
十
二
日
、
猿
田
彦
大
神
フ
ォ
ー
ラ
ム
〕、
同｢

神
祇
伯
白
川
家
に
お
け
る
鎮
魂
祭｣

〔『
宗
教
研
究
』
八
十
三
‐
四
、

日
本
宗
教
学
会
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
三
月
三
十
日
〕、

同｢

鎮
魂
祭
と
白
川
家
に
関
す
る
一
考
察｣

〔『
神
道
史
研
究
』
五

十
八
‐
一
、
神
道
史
学
会
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
四
月

一
日
〕。

（
20
）　･「
明
治
初
期
に
於
け
る
新
嘗
祭
」〔
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編

『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』
所
収
、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）〕。

（
21
）　･

岩
本
徳
一
氏
「
神
祇
官
代
新
嘗
祭
考
」〔『
國
學
院
雑
誌
』
六
七
‐

六
、
國
學
院
大
學
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
六
月
十
五
日
〕、

同
氏
「
明
治
四
年
國
郡
卜
定
考
」〔『
國
學
院
雑
誌
』
九
一
‐
七
、

國
學
院
大
學
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
七
月
十
五
日
〕
等
。

（
22
）　･

阪
本
是
丸
氏
『
近
世
・
近
代
神
道
論
考
』〔
弘
文
堂
、
平
成
十
九

年
（
二
〇
〇
七
）
八
月
三
十
一
日
〕
等
。

（
2（
）　･

武
田
秀
章
氏
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』〔
大
明
堂
、
平
成
八

年
（
一
九
九
六
）
十
二
月
二
十
三
日
〕
等
。

（
24
）　･

藤
田
大
誠
氏
『
近
代
国
学
の
研
究
』〔
弘
文
堂
、
平
成
十
九
年
（
二

〇
〇
七
）
十
二
月
十
五
日
〕
等
。

（
2（
）　･

小
平
美
香
氏
『
女
性
神
職
の
近
代
』〔
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
二
十

一
年
（
二
〇
〇
九
）
三
月
三
十
日
〕
等
。

（
2（
）　･

安
丸
良
夫
氏
・
宮
地
正
人
氏
校
注
『
宗
教
と
国
家
』〔
岩
波
書
店
、

昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
九
月
二
十
二
日
〕
三
頁
～
。

（
27
）　･

高
埜
利
彦
氏
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」〔
同
氏
編
『
日
本
の
時

代
史
十
五　

元
禄
の
社
会
と
文
化
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成

十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
八
月
二
十
日
〕
等
、「（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

鈴
鹿
家
資
料
と
小
原
家
文
庫
」〔『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
』

二
十
五
、
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇

九
）
三
月
十
五
日
〕
収
載
の
、
加
茂
正
典
氏
「
鈴
鹿
家
宮
廷
祭
祀

資
料
か
ら
復
元
さ
れ
る
「
新
嘗
御
祈
」」
参
照
。

（
2（
）　･

石
井
良
助
氏
編
『
太
政
官
日
誌　

第
三
巻
』〔
東
京
堂
出
版
、
昭

和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
九
月
十
日
〕
五
九
八
頁
～
。

（
2（
）　･

常
世
長
胤
『
神
祇
官
沿
革
物
語
』〔
神
祇
院
教
務
局
調
査
課
、
昭

和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
十
一
月
十
日
〕、
同
『
神
教
組
織
物
語
』

〔
前
掲
（
2（
）『
宗
教
と
国
家
』
に
阪
本
是
丸
氏
校
注
で
翻
刻
〕。

西
田
長
男
氏
『
日
本
神
道
史
研
究　

第
七
巻　

近
世
編
下
』〔
講



明治維新期の鎮魂祭（山口）309

談
社
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
十
二
月
十
日
〕。

（
（0
）　･
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀　

第
二
』〔
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
四

年
（
一
九
六
九
）
三
月
三
十
一
日
〕。
藤
田
大
誠
氏
は
、
前
掲

（
24
）
書
で
、
小
平
美
香
氏
は
前
掲
（
2（
）
書
で
、
そ
れ
ぞ
れ
『
公

文
録
』
を
用
い
て
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（1
）　･

小
平
美
香
氏
前
掲
（
2（
）
書
。

（
（2
）　･

以
下
、
各
史
料
は
、『
神
道
大
系
』・『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』・『
大

日
本
古
記
録
』・『
増
補
史
料
大
成
』
等
に
拠
る
。

（
（（
）　･

武
田
秀
章
氏
「
四
時
祭
典
定
則
成
立
過
程
の
一
考
察
―
明
治
二
年

『
年
中
祭
儀
節
会
大
略
』
の
紹
介
・
翻
刻
を
中
心
に
―
」〔『
神
道

学
』
一
三
六
、
神
道
学
会
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
二
月

一
日
〕。

（
（4
）　･

石
野
浩
司
氏
「
維
新
期
「
宮
中
三
殿
」
成
立
史
の
一
考
察
―
毎
朝

御
拝
「
石
灰
壇
」
祭
祀
の
終
焉
と
し
て
―
」〔『
明
治
聖
徳
記
念
学

会
紀
要
』
復
刊
四
五
、
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
平
成
二
十
年
（
二

〇
〇
八
）
十
一
月
〕、
同
氏
「
宮
中
三
殿
成
立
史
補
考
―
神
宮
大

麻
制
度
の
欽
定
と
の
関
わ
り
で
―
」〔『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所

所
報
』
七
六
、
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
、
平
成
二
十
一
年
三
月

十
五
日
〕
等
。

（
（（
）　･

阪
本
是
丸
氏
前
掲
（
22
）
書
一
二
〇
頁
。

（
（（
）　･

常
世
長
胤
前
掲
（
2（
）『
神
祇
官
沿
革
物
語
』
八
四
頁
～
。

（
（7
）　･

小
平
美
香
氏
前
掲
（
2（
）
書
二
〇
八
頁
。

（
（（
）　･

田
中
初
男
氏
『
践
祚
大
嘗
祭　

資
料
篇
』〔
木
耳
社
版
、
昭
和
五

十
年
（
一
九
七
五
）
年
五
月
十
五
日
〕。

（
（（
）　･

西
川
順
土
氏
「
近
代
の
大
嘗
祭
」〔
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編

『
大
嘗
祭
の
研
究
』
所
収
、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
昭
和
五
十
三

年
（
一
九
七
八
）
四
月
一
日
〕。

（
40
）　･

藤
田
大
誠
氏
前
掲
（
24
）
書
一
八
三
頁
。

（
附
記
）

　

貴
重
な
資
料
の
閲
覧
に
ご
高
配
下
さ
っ
た
宮
内
庁
書
陵
部
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
十
二
月
六
日

（
日
）、
第
六
十
三
回
神
道
宗
教
学
会
学
術
大
会
（
於
國
學
院
大
學
）
で
発

表
し
た
「
鎮
魂
祭
の
変
遷
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
の
内
容
に
、
そ
の
後
の

成
果
を
加
え
た
も
の
で
、
笹
川
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
端

で
す
。
皇
學
館
大
学
名
誉
教
授
安
江
和
宣
先
生
を
始
め
、
大
会
当
日
及
び

そ
の
前
後
に
ご
指
導
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
助
手
）


